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○申請手続きのスケジュール 
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② 
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公社 HP上で申込み 

（→公社から日時と事前申請番号を申請者へ通知） 

事前申請番号を記載して申請書を郵送で提出 

（→公社で内容確認後、申請者へ返送） 

指定された日に 
申請書類を持参 

（２月１日（月）～３月２８日（月）） 

（２月５日（金）～３月３１日（木）） 

※申請書の様式は、公社 HP からダウンロードしてください。 

※申請手続きは、①～③の順に行ってください。 

※昨年までと申請の流れが異なりますのでご注意ください。 
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１ 事業目的 

  都内の中小企業者等に対して新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成する

ことにより、技術力の強化及び新分野の開拓を促進し、東京の産業の活性化を図ることを

目的としています。 

 

２ 事業内容 

  実用化の見込みのある、新製品・新技術の自社開発を行う都内中小企業者等に対し、そ

の研究開発経費の一部を助成します。 

（１） 助成対象期間 

    平成 28 年４月１日から最長平成 29 年 12 月 31 日まで（１年９ヶ月） 

（２） 助成限度額 

    1,500 万円 

（３） 助成率 

   助成対象と認められる経費の１／２以内 

（４） 助成対象経費 

研究開発に要する経費の一部（７ページ「５ 助成対象経費」参照） 

 

～本助成事業の範囲（イメージ図）～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

３ 助成対象事業 

（１） 研究開発区分  

    本助成事業では、「新製品・新技術の研究開発」、「新たなソフトウエアの研究開発」

及び「新たなサービス創出のための研究開発」の３つの研究開発区分があります。 

本助成事業に申請するにあたり、該当する研究開発区分を選択してください。 

 

ア 新製品・新技術の研究開発 

     新しい機能を付加した製品や新しい製造技術等に関するハード面の研究開発で、

試作品の設計、製作、試験評価及び改良を対象とします。 

(ｱ) 研究開発の主要な部分が自社開発であること。 

(ｲ) 開発した最終成果物の製品化及び実用化を目的とすること。 
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    【事例】 

   ・次世代照明機器の開発 

   ・高性能計測器の開発 

   ・高機能性接着剤の開発 

 

イ 新たなソフトウエアの研究開発 

     システム設計等ソフト面の研究開発で、データ処理装置や情報処理プログラムの

開発及び改良を対象とします。なお、本研究開発区分での申請のみ、直接人件費が

助成対象経費となります。 

(ｱ) 研究開発の主要な部分が自社開発であること。 

    (ｲ) 開発した最終成果物の製品化及び実用化（クラウドコンピューティング等の利

用形態を含む）を目的とすること。 

    (ｳ) 特定の顧客（法人・個人）向けの開発ではないこと。 

     

    【事例】 

     ・画像通信型受発注システムの開発 

     ・ASP 型医療カルテシステムの開発 

※ 極めて小範囲の情報を収集、検索するもの、既存の知見をデータベース化した

もの、一品の受注生産的ソフトウエア開発のものは対象となりません。 

※ ハードウエア、ソフトウエアの両方の開発が含まれる場合は、区分イ（新たな

ソフトウエアの研究開発）で申請可能です。 

 

ウ 新たなサービス創出のための研究開発 

     新たなサービスの提供による生産性の向上、高付加価値化を目的として、サービ

ス関連業等が外部の技術を活用して行う技術開発を対象とします。 

(ｱ) 新たなサービス創出の主要な部分（構想、企画、要件の定義等）は、申請者が 

担うこと。 

(ｲ) 新たなサービス創出の仕組みに（自社又は外注（委託）先に）技術開発要素を

含むこと。 

(ｳ) 開発した最終成果物は申請者が自社利用し、新たな顧客サービスの提供により

新事業展開を図ることを目的とすること。 
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【事例】 

＜概要＞ 

コインランドリー事業者が、IT を活用して洗濯機の稼働状況の情報を取得・

加工し、自社 Web サイト上で、顧客にリアルタイムに稼働状況を知らせるサー

ビス。「行かなくても空き状況がわかる案内サービス」として、利便性を向上し

たサービスを実現する。 

  

  ＜イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新たなサービスとは、「一定の新規性があり相当程度市場で普及していないサー

ビス」のことをいいます。 

※本研究開発区分で研究開発を外注（委託）する場合、その相手先は原則として

都内中小企業者であることが必要です（都内中小企業者でない場合は外注（委託）

計画書に理由を記載してください）。 

 

（２） 助成対象事業における主な留意事項 

ア 助成対象事業の完了は、達成目標を達成することが条件になります。  

イ 最終成果物（試作品）は、助成対象期間内に完成することが必要です。完了検査

で確認します。  

ウ 最終成果物（試作品）の数量は、達成目標を達成できる必要最小限の数量としま

す（事業終了後一定期間の保存義務があります）。  

エ 経費関係書類は、支払が確認できる書類（請求書、振込控等）のほか、その履行

が確認できる資料（納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等）の提出が必要

です。  

オ 助成事業の成果に基づく事業化（販売開始）は、助成事業の完了後から開始して

ください。  

カ 助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがない

と公社が判断した場合には、助成対象期間内であっても打ち切ることがあります。 

IT システム  

加工・表示  
顧客  

閲覧  

稼働状況  取得  

店舗 A 店舗 B 店舗 C 

集約  
Web 

サイト  
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（３） 助成対象事業とならない場合の例  

ア 開業、運転資金など開発以外の経費の助成を目的としているもの 

イ 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的としているもの 

ウ 開発した試作品自体の販売を目的としているもの 

エ 研究開発の主要な部分が自社開発ではないもの 

オ 研究開発の全部又は大部分を外注（委託）しているもの（「新たなサービス創出の

ための研究開発」区分の事業を除く） 

カ 量産化段階にある技術や既に事業化され収益を上げているもの 

キ 既製品の模倣に過ぎないもの 

ク 技術的な開発要素がないもの 

ケ 申請時において研究開発が概ね終了しているもの 

コ 平成 29 年 12 月 31 日までに、研究開発の完了が見込めないもの 

サ 研究開発が特定の顧客（法人・個人）向けで、汎用性のないもの 

シ 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断する  

もの  

 

４ 申請要件 

  申請に当たっては、次の（１）～（５）のすべての要件を満たす必要があります。  

（１） 次のア～エのいずれかに該当するもの  

ア 中小企業者（会社及び個人事業者） 

イ 中小企業団体等 

ウ 複数の企業等で構成される中小企業グループ（共同申請） 

エ 東京都内での創業を具体的に計画している者 

 

※【中小企業者】 

次に該当するもので、大企業が実質的に経営に参画していないもの 

 

 

 

 

 

 

 

※「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。 

ただし、次に該当するものは除く。 

・ 中小企業投資育成㈱   

・ 投資事業有限責任組合   

業   種 資本金及び従業員 

製造業、ソフトウエア業、情報処理サービ

ス業、建設業、運輸業、その他 

３億円以下又は３００人以下 

卸売業 １億円以下又は１００人以下 

サービス業 ５,０００万円以下又は１００人以下 

小売業 ５,０００万円以下又は５０人以下 
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  ※「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。 

・ 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の２分の１以上を所有又は出資して

いる場合。 

・ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資して

いる場合。 

・ 役員総数の２分の１以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。 

   ・ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。 

 

※【中小企業団体等】 

中小企業等協同組合法に基づく組合（事業協同組合等）又は中小企業団体の組織に

関する法律に基づく中小企業団体（協業組合等）であって、その構成員の半数以上が

都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの 

※【中小企業グループ】（共同申請） 

本助成事業の申請要件を満たす東京都内の複数の中小企業者等で構成するグループ

をいい、次の要件をすべて満たすもの 

・  代表企業を設定し、代表企業は、グループを代表して申請書を提出し、助成金を

受領すること。 

・  代表企業は、共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。  

グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務していないこと。 

・  グループ構成企業内において資本の出資関係がないこと。 

・  代表企業は、交付決定後、グループ構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結

すること。 

     

（２） 次のア～ウのいずれかに該当するもの 

ア 東京都内に主たる事業所を有し引き続き１年以上事業を営んでいる者 

イ 東京都内で創業し引き続く事業期間が１年に満たない者 

ウ 東京都内での創業を具体的に計画している者 

※基準日：平成 28 年４月１日 

※助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること 

 

（３） 次のア～ウのいずれかに該当するもの 

ア 法人の場合は、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）により、都内所在等が確認で

きること。 

イ 個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写

し（税務署受付印のあるもの）により、都内所在等が確認できること。 

ウ 都内での創業を計画している方は、交付決定後速やかに登記簿謄本（履歴事項全

部証明書）又は都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し（税務

署受付印のあるもの）を提出できること。 



６ 

 

 

（４） 次のア～ウのいずれにも該当する助成事業の研究開発実施場所を有していること 

※（２）ウの者については、有する予定であること。 

ア 自社の事業所、工場等であること。 

イ 原則として東京都内であること。 

ウ 申請書記載の設備等購入物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認

できること。 

 

（５） 次のア～コのすべてに該当するもの 

ア 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていない

こと（過去に受けたことがある場合も含む）。 

   イ 本助成事業の同一年度の申請は、一企業につき一申請とすること。また、同一テ

ーマ・内容で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと。 

  ウ 事業税等を滞納していないこと（都税事務所との協議のもと、分納している期間

中も申請できません）。 

エ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。 

  オ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こし 

ていないこと。 

カ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」や「実施結

果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。 

キ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な

状況が存在しないこと。 

ク 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。 

ケ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連

業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断されるものではないこと。 

コ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるものではないこ

と。 
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５ 助成対象経費 

  助成対象経費は、以下(１)～(４)の条件に適合する経費で「助成対象経費一覧」に掲げ

る経費です。 

(１) 助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費 

(２) 助成対象期間内に契約、取得、支払いが完了した経費 

(３) 助成対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るものと 

して、明確に区分できる経費 

(４) 財産取得となる場合は、所有権が助成事業者に帰属する経費 

 

助成対象経費一覧 

経費区分 内 容 

原材料・副資

材費 

研究開発の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材、開発品の

構成部分の購入に要する経費 

［例：鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等］ 

＜注意事項＞ 

ア 最終成果物（試作品）の一部として構成または組み込まれるものは、原

材料・副資材とみなし、本経費区分に計上してください。 

イ 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、助成事業終了時には使

い切ることを原則とします。助成事業終了時点での未使用残存品は助成対

象となりません。開発中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経

費として計上する場合は、保管しておく必要があります。 

機械装置・工

具器具費 

当該研究開発の実施に直接使用する機械装置・工具器具等の購入、リース、

レンタル、据付費用に要する経費 

［例：試作品を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、

ソフトウエア等］ 

＜注意事項＞ 

ア 機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に

賃貸借契約を締結したものに限り助成対象となります。 

イ 割賦により調達した場合はすべての支払いが助成対象期間内に終了す

るものに限り助成対象となります。 

ウ １件 100 万円（税抜）以上の購入品については、原則として２社以上の

見積書（単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの）が必要

となります（市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可）

（リース、レンタルの場合は不要です）。 

エ 次の経費は、助成対象となりません。 

 (ア) リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費 

 (イ) 中古品の購入、自家用機械類の改良、修繕等に係る経費 

 (ウ) 自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費 
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経費区分 内 容 

外注費（委託

費、共同研究

費を含む） 

１ 外注 

自社内で直接実施することができない当該研究開発の一部を外部の事

業者等に依頼する経費で、仕様書において実施内容を具体的に指示できる

もの［例：機器・設備等や原材料等の製造・改造・加工、試料の製造・分

析鑑定等］ 

２ 委託 

自社内で直接実施することができない当該研究開発の一部を外部の事

業者等に依頼する経費で、実施するものにおいて創意工夫、検討が必要な

もの［例：技術的課題の解決に向けた開発、試験、分析結果等を踏まえた

製品化、製品の改良等］ 

３ 共同研究 

共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費［例：大学、

試験研究機関等との間で共通の課題について分担して行う研究開発等］ 

４ 事業協同組合等が行う研究開発で、その構成員である中小企業に研究開

発を委託する経費 

＜注意事項＞ 

次の経費は、助成対象となりません。 

ア 第三者へ再外注された経費 

イ マーケティング、モニター等調査費 

ウ 規格・認証取得に要する経費 

産業財産権出

願・導入費 

１ 開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費 

２ 特許・実用新案等（出願、登録、公告され存続しているもの）を他の事

業者から譲渡又は実施許諾（ライセンス料を含む）を受けた場合の経費 

＜注意事項＞ 

 出願に関する調査、審査請求、登録に係る経費は、助成対象となりません。 

技術指導受入

れ費 

 外部(専門家)から技術指導を受ける場合に要する経費 ［例：謝金等］ 

＜注意事項＞ 

 技術指導の報告書（日報等）が必要となります。 
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経費区分 内 容 

直接人件費 

研究開発区分が「新たなソフトウエアの研究開発」で申請した場合のみが

対象となります。 

＜注意事項＞ 

ア 助成対象となるのは、当該研究開発のうち、ソフトウエアの研究開発に

係る部分に直接従事する時間に限られます。 

イ 直接人件費の助成金交付申請額は 500 万円が上限（助成対象期間中の総

額）となります。人件費のみを助成対象経費として申請する場合も同様で

す。 

ウ 助成対象となるのは助成事業者の役員及び社員のうち、常態として助成

事業者の業務に従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払

われている方となります。 

※役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は雇用保険被保険者証など助成事業

者との関係を証明する書類が必要となります。 

エ 時間給の単価は、15 ページの「補足 人件費単価一覧表」を適用します。 

オ 従事時間の上限は、１人につき 1 日８時間、年間 1,800 時間とします。 

カ 各従事者の当月助成対象経費算定額（時間給×当月従事時間）が当月給

与総支給額を超える場合は、当月給与総支給額が助成対象経費の上限とな

ります。 

キ 採択後、就業規則の提出が必要となります。 

ク 報告時、従事者別の作業日報の提出が必要となります。 

ケ 次に該当する場合、助成対象となりません。 

 (ア) ソフトウエアの研究開発に直接的に関係のない業務 

   ［例：資料収集、打合せ会議、各種調査等］ 

 (イ) 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労

働（超過勤務） 

（ウ） 休日労働（就業規則等に定められた休日に労働した時間）  

 (エ) 個人事業者及び創業を計画している方（個人）の自らに対する報酬 

(オ) 給与・報酬等の支払実績が確認できない場合 
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６ 助成対象経費とならない場合の例 

 (１) 助成事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費（完了時点で未使用の

購入原材料等を含む。） 

(２) 見積書、契約書（注文書・注文請書）、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、

領収書等の帳票類が不備の経費 

 (３) 助成金交付申請書に記載されていないものを購入した経費 

 (４) 通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費 

 (５) 他の取引と相殺して支払いが行われている経費 

 (６) 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費（原

則は振込払い） 

 (７) 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分 

 (８) 親会社、子会社、グループ企業等関連会社（自社と資本関係のある会社、役員及び

社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等）との取引 

 (９) 中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引に要する経費 

 (10) 間接経費（消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代等） 

 (11) 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費 

 (12) 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費 

 (13) 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

  ※その他内容によっては助成対象外となるものもありますので、公社へご確認ください。 
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７ 助成事業のスケジュール  

 

 

 

 

 

 

※日程については状況により変更する場合があります。 

 

８ 申請書類の作成及び提出 

 (１) 事前エントリ 

    平成 28 年２月１日（月）から平成 28 年３月 28 日（月）までに公社ホームページ

より、申請受付の希望日を予約してください。 

申請受付の日時は、平成 28 年５月９日(月)から平成 28 年５月 13 日（金）の間の

日付で随時決定します。公社事務局から決定した申請受付の日時と事前申請番号を電

子メールで通知します。 

※事前申請番号は、事前提出の際に必要となります。事前提出の前に、必ず申請受付

の希望日申し込みを済ませてください。 

 (２) 申請書の事前提出 

 平成 28 年２月５日（金）から平成 28 年３月 31 日（木）の間（必着）に申請書を

郵 送 し て く だ さ い 。 申 請 書 の 様 式 は 、 公 社 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.tokyo-kosha.or.jp/）よりダウンロードしてください。記入例を参考

にご記入いただき、①「申請書」(Word)、②「資金計画書」(Excel)、③返信用封筒

（角形２号、宛先明記、切手不要）を公社事務局まで郵送してください。郵送時に

使用する封筒の表面に、（１）で取得した事前申請番号を記載してください。なお、

電話・FAX・電子メール等での受付は行っていません。  

＜郵送の宛先＞（公財）東京都中小企業振興公社 助成課 新製品助成事務局  

               〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町１－９（５階）  
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事前提出いただいた申請書は、記入漏れ・不備等を確認したのち、返信用封筒で

申請者へ返送いたします。 

  (３) 申請書類の受付 

 （１）で指定された申請受付の日時に、①事前提出で返送された申請書、②事前提

出の指摘事項を修正した申請書、③確定申告書や登記簿謄本等の必要書類を、公社事

務局までお持ちください。事務局担当者が修正箇所を確認し、受付手続きを行います。 

   

※４月以降、助成課の移転を予定しています。決定後、公社ＨＰでお知らせいたします。 

 

 (４) 主な留意事項 

ア 申請書類受付後の加筆、修正等はできません。 

イ 申請書類の受付には、会社概要及び申請内容を説明できる申請企業の方が対応して

ください（経営コンサルタント等は入室できません。） 

ウ 受付された申請書類は返却しません。必要に応じて、公社から追加資料の提出及び

説明を求めることがあります。 

エ 申請書類の提出及び受付等、応募に係る経費は、申請者の負担となります。 

オ 指定された日時にお越しにならない場合には、申込を辞退されたものとみなします。 

   

９ 審査方法 

 (１) 審査方法 

    申請書類に基づき、一次審査（書類審査）を行います。一次審査を通過した申請者

に対して、二次審査（面接審査）を行い、助成対象者を決定します。日程等について

は、別途お知らせします。 

 (２) 審査の視点 

  ア 資格審査 

  イ 経理審査（財務内容、事業予算等） 

  ウ 技術審査（新規性、優秀性、市場性、実現性、妥当性） 

※創業期企業（創業３年未満）には優遇措置を行います。 

 (３)  審査結果及び交付決定 

  ア 審査結果は、書面にてお知らせします。審査の経過・結果に関するお問い合わせに

は一切応じられません。 

  イ 審査の結果、助成金申請額と助成金交付予定額が異なる場合があります。 

 ウ 助成金交付決定に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。 

 エ 助成対象事業として採択された場合、企業名、代表者名、申請テーマについて公表

します。 

 

10 助成事業を実施するための注意事項  

 (１) 経理関係書類の確認 
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ア 遂行状況報告・実績報告の確認書類として、次の書類の整備・保管が必要です。

見積書、契約書（注文書・注文請書）、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控（振

込先が明記されている金融機関発行のもの）、預金通帳・当座勘定照合表、領収書、

成果品の写真、購入品のカタログ、図面、報告書、CD－ROM 等。 

イ 海外で発行する証明書や経理関係書類については、日本語訳の添付が必要です。  

ウ 直接人件費の確認書類として、就業規則、賃金台帳、出勤簿、作業日報、雇用保

険被保険者証等が必要です。 

 (２) 経費の支払方法 

    助成事業に係る経費の支払いは、金融機関・郵便局からの振込払いを原則とします。 

    海外取引の場合、外貨支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レートを

適用する等、客観的に確認が可能な方法により計算してください。 

 (３) 事業計画の変更 

    申請書に記載された内容を変更するときは、事前に公社の承認が必要になります。

ただし、正当な理由がないと判断される場合は、承認されません。 

（４） 助成金額の確定 

    採択の際に通知する助成金交付予定額は、助成金交付額の上限を示すものであり、

事業完了及び検査後に助成金の額が確定します（助成金交付予定額から減額されるこ

とがあります）。 

    

11 助成事業完了後の注意事項 

 (１) 公社職員による調査 

   助成事業の実施状況、助成金の収支、帳簿書類、取得財産その他物件について、現

地調査を行い、報告を求めることがあります。 

  (２) 企業化状況報告書の提出・収益納付 

    助成事業の完了した年度の翌年度から５年間、助成事業に係る事業化の実施状況に

ついて報告書を提出していただきます。また、この間に助成事業の事業化により相当

の収益を得た場合並びに産業財産権の譲渡又は実施権の設定及び他への供与により収

益が生じた場合には、その収益の一部を納付していただきます。 

 (３) 関係書類の保存 

    助成事業に係る関係書類は助成事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間、

保存しなければなりません。 

 (４) 財産の管理及び処分 

ア 助成事業により取得又は効用の増加した財産（設備、研究開発物（試作品）その

他成果物）について、その管理状況を明らかにし、かつ、助成事業を完了した年度

の翌年度から起算して５年経過する日まで保存しなければなりません。また、この

期間内に処分（目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄）

しようとするときは、あらかじめ公社に申し出て承認を得なければなりません。 

イ 助成事業により取得した財産について、固定資産として計上するなど関係法令等
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に基づき適切な会計処理が必要です。 

ウ 財産処分を行った際、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は公社に

納付しなければなりません（納付額は当該処分財産に係る助成事業に係る助成金額

を限度とします。）。 

ただし、助成事業者が助成事業の成果を活用して実施する事業に使用するために、

処分制限財産（設備及び研究開発物）を転用（財産の所有者の変更を伴わない目的

外使用）する場合は、納付義務が免除されます。 

 

12 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還 

  助成事業者、外注（委託・共同研究）先の事業者その他助成事業の関係者が、次のいず

れかに該当した場合は、助成金交付決定の全部又は一部を取り消し、不正の内容、申請者

及びこれに協力した関係者等の公表を行うことがあります。  

また、既に助成事業者に助成金が交付されている場合は、期限を定めて返還していただ

きます。 

（１） 交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき。 

（２） 偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとした

とき。 

（３） 助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき。 

（４） 東京都内の主たる事業所及び研究開発場所での事業活動の実態がないと認められる

とき。 

（５） 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき。 

（６） 申請要件に該当しない事実が判明したとき。 

（７） 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その

他法令に違反したとき。 

（８） その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき。 

 

※刑事罰が適用される場合もありますので十分注意してください。 

 ※不正又は事故を起こした助成事業者、および外注（委託）先の事業者その他関係者等に

ついては、以後公社が実施するすべての助成事業に申請できません。 
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補足 人件費単価一覧表 

ア 下表の報酬月額欄により、当該従事者が該当する単価を使用してください。  

イ 報酬月額は（給与等）、基本給＋諸手当（賞与を除く）で算出してください（各月の社員

別給与明細の総支給額欄又は支給合計額になります（旅費交通費、立替金の精算など給与

以外のものは除く） 

  

＊「新たなソフトウエアの研究開発」区分のみ対象   単位：円 

報酬月額（給与等） 人件費単価（時給） 

   円以上      ～122,000  円未満  880 

 122,000～130,000    940 

130,000～138,000 1,000 

138,000～146,000 1,070 

146,000～155,000 1,130 

155,000～165,000 1,200 

165,000～175,000 1,280 

175,000～185,000 1,350 

185,000～195,000 1,430 

195,000～210,000 1,530 

210,000～230,000 1,630 

230,000～250,000 1,780 

250,000～270,000 1,940 

270,000～290,000 2,090 

290,000～310,000 2,250 

310,000～330,000 2,400 

330,000～350,000 2,560 

350,000～370,000 2,710 

370,000～395,000 2,870 

395,000～425,000 3,060 

425,000～455,000 3,330 

455,000～485,000 3,530 

485,000～515,000 3,760 

515,000～545,000 3,990 

545,000～575,000 4,230 

575,000～605,000 4,460 

605,000～ 4,690 
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＊よくあるご質問 

１ 申請について                                                                           

Ｑ１ 他の公的機関の助成金と同一テーマで重複して申請することは可能か。  

（回答） 

他の公的機関の助成金（ものづくり補助金等）とは、併願申請は可能です。しかし、同一テ

ーマで他の公的機関と二重に助成金を受け取ることはできないため、両方採択された場合は、

一方を辞退していただきます。 

 

Ｑ２ 公社の他の助成事業と同一テーマで申請することは可能か。 

（回答） 

公社の他の助成事業（応援ファンド助成事業等）との併願申請は不可です。どちらか一方

のみを申請してください。 

 

Ｑ３ 前年度に別のテーマで採択され、助成事業の実施中です。前年度分のテーマが完了前に

申請することは可能か。 

（回答） 

テーマが別であれば、助成事業実施中でも申請可能です。 

 

Ｑ４ 自社の決算が３月のため、確定申告書類が手元にない。 

（回答） 

直近の確定申告書類が間に合わない場合、前期と前々期の確定申告書類を提出してください。 

 

２ 助成対象について                                                                   

Ｑ５ 創業予定者は、申請時点の所在地は都外でも問題ないか。 

（回答） 

都内で創業を具体的に計画されていれば申請可能です。 

 

Ｑ６ ハードウェアとソフトウェアを両方開発したいが区分はどれを選べばよいか。  

（回答） 

プログラム開発における人件費を申請される場合は、ソフトウェア区分で申請してください。 

 

Ｑ７ 研究開発数量は、最終試作品の数のみでよいか。 

（回答） 

最終試作品の数量を記入してください。 

 

３ 開発実施場所について                                                               

Ｑ８開発実施場所に共同開発先を記載してもよいか。 

（回答） 
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申請企業の事業所に限ります。委託先を含めて他社を開発実施場所とすることは不可です。 

 

Ｑ９ 開発実施場所は、他県でも構わないか。 

（回答） 

「原則として東京都内」であり、「公社が購入物品・成果物等を確認できること」が要件です。 

首都圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県）であれば

概ね申請可能です。 

 

４ 助成対象経費について                               

Ｑ10 達成目標が達成できなかった場合、途中までかかった経費は支払われるか。  

（回答） 

助成事業の完了は、達成目標を達成することが条件です。完了検査にて達成目標の達成と経

費関係書類の確認が出来た場合に助成事業完了となります。達成目標が達成されなかった場合

の途中までかかった経費は支払われません。 

 

Ｑ11 申請前に支払った経費は対象になるか。 

（回答） 

助成対象期間内（H28.4.1～H29.12.31）に契約、取得、支払が完了した経費が対象です。助

成事業の決定は 8 月下旬を予定していますが、４月１日に遡って対象となります。なお、見積

もりは H28.4 月までのものでも構いません。 

 

Ｑ12 レンタルサーバ代、クラウドサービス利用料は、対象経費になるのか。どの経費区分に

分類されるのか。 

（回答） 

対象経費となります。助成事業のために利用する費用であって、助成対象期間内の経費が対

象です。機械装置・工具器具費に計上してください。 

  

５ その他                                      

Ｑ13 販売開始はいつから可能か。 

（回答） 

助成事業完了後、販売開始可能です。 

 

Ｑ14 開発した試作品自体は、販売してよいか。 

（回答） 

試作品は５年間の保管義務がありますので、保管義務が終了するまでは販売できません。  
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＝申込者情報のお取り扱いについて＝ 

１ 利用目的  

 (１)当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。 

 (２)経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。 

※上記(２)を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 

 

２ 第三者への提供（原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があり

ます。） 

 (１) 目的 

  ア 当公社からの行政機関への事業報告 

  イ 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等 

 (２) 項目 

氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容 

 (３) 手段 

電子データ、プリントアウトした用紙 

  ※上記(１)目的のイを辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 

 

◆ 個人情報は「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しております。  

  当要綱は、（公財）東京都中小企業振興公社ホームページ（http://www.tokyo-kosha.or.jp/）

より閲覧及びダウンロードすることができますので併せてご参照ください。  

 

 


